
  

149 

５ 災害に強いまちづくり計画 

 

 

施策 3-2-④  在宅避難者等の対策  

 

【取組の概要】 

災害の発生状況によって、被害の少なかった自宅での滞在や避難所の収容能力不足など

から、避難所以外での避難生活を送る住民等が多くなる可能性があります。また、プライ

バシーの問題等を理由に、避難所での集団生活を避けるために、在宅避難を選択する避難

者が出てくることが想定されます。 

そのため、避難所以外の避難者の把握方法（「在宅避難者」としての登録など）を明確

にするとともに、給食や物資配給の情報提供等のあり方について検討を進める必要があり

ます。 

 

【計画、整備にあたっての着眼点・留意点】 

・南海トラフの巨大地震等の大規模災害時に対応できるだけの避難所の収容能力が確保で

きない際に、在宅避難は選択肢の一つとなります。 

・在宅避難者等の把握を的確に行い、情報の一元化を図ることが重要です。そのため、避

難所における避難者としての受付登録とあわせて「在宅避難者」として登録する等の工

夫が必要です。 

・食料や物資の調達等においては、在宅避難者等の必要量も適切に把握することが必要で

す。また、避難所の避難者と在宅避難者等のニーズは異なる場合（在宅避難者では、情

報入手用のラジオ、簡易な修繕用の工具等が必要な場合が考えられる）もあることか

ら、在宅避難者等とも情報交換を積極的に行う必要があります。 

・在宅避難者への対応を行うと同時に、災害の発生から一定期間が経過した際には、避難

所の避難者に対しても自宅に戻ってもらうよう促すことも必要です。これにより避難所

の早期解消を図ることができます。 

 

  

共通 

 (3-2) 避難者の支援 



  

150 

５ 災害に強いまちづくり計画 

 

 

避難者の行動の分類イメージ 

 

被災地からの声  

・大規模な災害であり、町内会が機能していなかったため、避難所外の在宅避難者等の

実態把握は困難であった。 

・震災当時は、避難所に避難した人だけを避難者として対応したため、在宅避難者等へ

の対応がおざなりになり、避難所への支援が手厚いといったやっかみが出ることにな

った。 

 

 

避難所の収容能力不足に対
応できるが、課題もある。

・長期滞在、または早期の仮
設住宅への移動となる。

自宅を失う・自宅は当分住めない・自宅だと怖い・自宅が残る

指定避難所へ行く
（小中学校・市民会館・体育館等）

指定外の施設へ行く
（集会所・ガレージ・事業所等）

自宅にとどまる・親族
知人宅に身を寄せる

（在宅避難）

施設の耐震化が不明で余震が
怖い。
互いに食料や水を持ち寄って
過ごす。

多少の食料備蓄があっても、
数日で尽きる。

情報が入らず心細い中で、備
蓄した食料や水のほか、あるも
ので過ごす。

プライバシー無し、不衛生、寒
い・暑い、子供や高齢者を連れ
迷惑がかかる

食料や生活物資、情報が近隣で手に入ら
ない・・・情報がほしい

公的な食料・生活物資の支援、被災者支援

避難所を出る
が支援無し

ボランティアの
支援も限界

災害発生

避難所にもらいに行
くが断られる可能性
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○岩手県大槌町安渡町の取組み 

 

 

・岩手県大槌町安渡町内会では、東日本大震災時に浮かびあがった問題・課題を踏まえ、

東日本大震災被災後の取組として、避難行動要支援者の避難支援の訓練を実施していま

す。 

・要支援者の玄関先までの避難の徹底、避難への拒否・自宅への戻りを防ぐ説得、リヤカ

ー等の避難ツールの有効性確認を実施する訓練を実施しています。 

・避難行動要支援者には、「15 分ルール」として、地震後 15 分以内で自宅の玄関先に出

るよう自助の取組を周知しています。 

  

  

出典：第 3回国連防災世界会議（ＷＣＤＲＲ）資料 

 

 

  

・地域住民と連携した要配慮者の避難支援 




